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松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営審議会運営支援業務に 

関する公募型提案コンペティション実施要領 

 

 本要領は、「松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営審議会運営支援業務

（以下「本業務」という。）」の実施にあたり、受託事業者を特定するために行う公募型提案コ

ンペティション方式による選定手続きに関して必要な事項を定めるものである。 

 

１．業務の概要 

 (1) 業 務 名 松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営審議会運営支援

業務委託 

(2) 業 務 内 容 別紙「松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営審議会運

営支援業務に関する仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

２．提案限度額 ２０，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

        ※提案限度額を超えての提案は無効 

 

３．履 行 期 間 契約締結の日から令和１０年３月３１日まで 

 

４．参加資格要件 

  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

(1) 公告日において、令和７・８年度松浦市競争入札指名申請書（物品・役務の提供等）を

提出し、入札に参加できることの資格を有する者であること。又は、次の①から④までの

書類（３か月以内に発行されたもの、写し可）を参加申請書提出までに提出し確認を受け

ていること。 

 ①法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

 ②商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本） 

 ③商号登記をしていない個人にあたっては、身分証明書及び登記されていないことの証

明書 

 ④印鑑（登録）証明書 

(2) 松浦市又は国、県、その他地方公共団体の指名停止及び指名除外期間中でないこと。 

(3) 法人税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

(4) 破産法第１８条第１項若しくは第１９条の規定に基づく破産の申し立て、会社更生法

第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法第２１条第１項の規定

に基づく再生手続き開始の申立てをしている者でないこと。 

(5) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有している者でないこと。 

(6) 公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 
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 ①北部九州（長崎県、佐賀県、福岡県）に本社、支店又は営業所等を有すること。 

 ②令和３年４月以降、地方自治体発注の業務で元請として以下のいずれかの業務実績を

有すること。 

  ア．水道料金又は下水道使用料の改定支援に関する業務 

  イ．水道事業若しくは下水道事業経営戦略の策定又は改定支援に関する業務 

 

５．実施スケジュール 

内   容 日  時  等 

公募及び質問受付開始 

（ホームページ掲載） 
令和８年７月８日（水） 

質問書受付期限 

令和８年７月２２日（水）１６時（必着） 

※回答は質問書受付日から原則５日（土曜日、日曜日及び祝日を除

く）以内を目途にホームページで回答 

参加申請書提出期限 令和８年７月２９日（水）１６時（必着） 

提案書等の提出期限 令和８年８月１０日（月）１６時（必着） 

提案書審査会 令和８年８月２４日（月） 

審査結果通知 提案書審査会から７日以内に書面で通知 

 

６．質問の受付及び回答 

  本業務に関する質問については、令和８年７月２２日（水）１６時に質問書（様式１）を

電子メール又はＦＡＸで提出すること（行き違いを避けるため、送付後に必ず着信確認をし

てください。）。 

  質問に対する回答は、質問書の受付日から原則５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）以

内を目途に当市ホームページに掲載するものとする。 

  なお、評価及び審査に関する質問は、一切受け付けない。 

 

７．参加申請書の提出及び参加資格の確認 

 (1) 提出書類 参加申請書（様式２） 

 (2) 提出期限 令和８年７月２９日（水）１６時（必着） 

 (3) 提出場所 松浦市役所上下水道課 

 (4) 提出方法 持参又は郵送 

 

８．提案書等の提出 

 (1) 提出書類 

  ①提案書 ８部（正本１部、副本７部）※作成上の留意点は「１１」に記載 

  ②見積書 １部（様式３） 

  ③会社概要（パンフレット等） ８部 
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  ④「本要領４(3)」に記載した税の滞納がないことを証明する書類 １部 

  ⑤「本要領４(6)②」に記載した業務実績調書（様式４） １部 

ア及びイそれぞれ最大５件まで、契約金額の大きいものから順に記載（業務が完了して

いない契約については記載しないこと。）し、当該契約書のコピー（業務名、発注者、契約

金額及び履行期間が確認できる部分で可）を添付すること。 

 (2) 提出期限 令和８年８月１０日（月）１６時（必着） 

 (3) 提出場所 松浦市役所上下水道課 

 (4) 提出方法 持参又は郵送 

 (5) そ の 他  参加申請書を提出後に提案を辞退する場合は、提案書等の提出期限ま       

でにその旨を文書（様式自由）に記載し、持参又は郵送により提出すること。 

 

９．審査方法及び審査結果の通知      

 (1) 第１次審査（書類審査） 

   参加事業者が４者以上となった場合、１次審査を行い、高い評価を得た上位３者を選定

する。 

 (2) 第２次審査（提案書審査会（ヒアリング）） 

  ①開催日時  令和８年 8月２４日（月） 

         プレゼンテーションを実施することとし、開催時間は別途通知する。 

  ②開催場所  松浦市役所内 

  ③内  容  プレゼンテーションの時間は、質疑の時間を含め３０分以内とする。 

         （概ね説明２０分、質疑応答１０分） 

  ④その他 

   ア．出席者は３人以内とする。なお本業務の担当責任者は必ず出席し説明を行うものと

する。 

   イ．提案書に記載された事項についてプレゼンテーション及び質疑応答を行うこと（追

加資料は受理しない）。 

   ウ．プレゼンテーションで使用する機材等（電源、スクリーン、プロジェクタ、ホワイ

トボードを除く）は全て参加事業者が準備すること。ただし、市備え付けのプロジ

ェクタでは、パソコンとの接続に適合しない可能性があるため、念のため各自で用

意しておくこと。 

   エ．参加事業者の責によりヒアリングに出席できなかった場合は、提案書の内容につい

て確認できないため、評価しない。 

   オ．参加事業者が１者のみの場合であっても提案書審査会において、提案内容の審査を

実施するものとする。 

 (3) 審査結果の通知 

  ①第１次審査 

    審査結果を電子メール及び電話により通知する。なお、第２次審査の対象となった参

加事業者にのみ、日時及び会場等を通知する。 
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  ②第 2次審査 

    審査結果を文書により通知する。 

 

１０．評価基準 

(1) 下記の項目について提案書審査会委員が採点を行い、各委員の採点の合計で最高得点の

者を最優秀提案者として特定する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点（「配点の合計

値」×「委員数」の６割）以上の者とする。詳細は評価基準表（別紙１，２）による。 

  項   目 配点   項   目 配点 

①業務実績・受注実績 10 ⑥料金体系の検討 15 

②担当者の業務経験 10 ⑦運営審議会の運営補助 15 

③本業務の実施体制 10 ⑧工程管理 5 

④本業務の実施方針 10 ⑨プレゼンテーション 5 

⑤経営戦略の改定 10 ⑩見積価格 10 

  合  計 100 

(2) 見積価格の評価点＝配点×(最低見積価格／見積価格)により算出し、小数第２位を四捨

五入第１位止めとする。 

(3) 最高得点者が複数であった場合は、見積価格が安価な者を最優秀提案者として特定する。 

 

１１．提案書等作成上の留意点 

 (1) 提案書等はＡ４版縦（両面印刷可）、左綴じとする。Ａ３用紙（片面印刷）も可とする

が、Ａ４版に折込むこと。なお「８(1) ③会社概要」についてはＡ４判以外でも可とする。 

 (2) 提案書は簡易なＡ４ファイルで提出すること。 

 (3) 提案書の下段余白中央にページ番号を付すこと。 

 (4) 提案書は、表紙、目次、仕切り紙を除き２０ページ以内で作成すること。 

 (5) 文字の大きさは、原則として 10.5 ポイント以上とする。 

 (6) 略語や専門用語には注釈をつけるなど、分かりやすい文章につとめること。 

 (7) 提案書には、本要領「１０．評価基準(1)表中③から⑧」及び仕様書「２ 業務内容」に

記載していることについて、どのような方針で取り組むのか示すこと。 

 (8) 仕様書に記載のない事項であっても、参加事業者の判断で必要と考える事項があれば、

積極的に記載すること。ただし、当該経費は業務委託見積額に含むものとする。 

 (9) ファイル表紙には、以下の内容を記載すること。また正本のみ押印すること。 

  ①宛先  松浦市水道事業 松浦市長 友田吉泰 

  ②表題  松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営審議会運営支援業

務に関する提案書 

  ③提出年月日 

  ④参加事業者名 

  ⑤代表者名 
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１２．契約手続き 

 (1) 契約締結日  令和８年８月末（予定） 

 (2) 契約の交渉 

    審査の結果、最優秀提案者と契約条件に関する協議を行い、最終的な仕様書を作成し、

改めて見積書徴取のうえ、地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号により随

意契約を締結する。ただし、下記のいずれかに該当し契約が締結できない場合には、次点

者と契約の交渉を行うものとする。 

   ①本要領「４．参加資格要件」を満たさなくなったとき 

   ②最優秀提案者と契約交渉が成立しないとき 

 

１３．その他留意事項 

(1) 本提案書等の提出に要する費用は、全て参加事業者の負担とする。 

  (2) 提案書等の提出後における書類の追加、修正及び再提出は認めない。 

  (3) 参加申請書（添付書類を含む）及び提案書等は返却しない。 

  (4) 参加事業者からの審査の経緯、結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

  (5) 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

   ①参加資格要件を満たさなくなった場合 

   ②提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

   ③提案内容に虚偽の内容があった場合 

   ④見積額が提案限度額を超えている場合 

   ⑤前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１４．問い合わせ先 

   〒859-4598 長崎県松浦市志佐町里免３６５番地 

   松浦市上下水道課 

   電話 ０９５６―７２－１１１１（内線１３６，１３５） 

   Fax ０９５６－７２－１６１６ 

   電子メール jyougesui@city.matsuura.lg.jp 

  

mailto:jyougesui@city.matsuura.lg.jp
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別表１  

審査基準表（第１次審査） 

審査項目 判  断  基  準 配 点 

業務実績・

受注実績 

令和３年４月以降、地方自治体発注の業務で元請けとして次の

業務実績をどの程度有しているか。 

ア．水道料金又は下水道使用料の改定支援に関する業務 

イ．水道事業若しくは下水道事業経営戦略の策定又は改定支援に

関する業務 

 

１０ 

本業務の 

実施体制 

仕様書及び実施要領に記載した業務を遂行するうえで、配置予

定者に公営企業や水道事業に精通する公認会計士や技術士（上下

水道部門）の資格を有する者がいるなど、本業務が効率的かつ効

果的に実施できることが期待できる体制となっているか。 

 

１０ 

形式評価 

 

提出された提案書の内容が、仕様書及び実施要領に記載した内

容を理解したものとなっているか。また、本業務の目的達成に向

けて無理のない工程となっているか。 

 

 

 

１０ 

合     計 ３０ 
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別表２ 

審査基準表（第２次審査） 

審査項目 判  断  基  準 配 点 

①業務実績・

受注実績 

令和３年４月以降、地方自治体発注の業務で元請けとして次

の業務実績をどの程度有しているか。 

ア．水道料金又は下水道使用料の改定支援に関する業務 

イ．水道事業若しくは下水道事業経営戦略の策定又は改定支援

に関する業務 

１０ 

②担当者の

業務経験 

本業務を担当する者が上記ア．及びイ．について、業務実績を

どの程度有しているか。 
１０ 

③本業務の

実施体制 

仕様書及び実施要領に記載した業務を遂行するうえで、配置

予定者に公営企業や水道事業に精通する公認会計士や技術士

（上下水道部門）の資格を有する者がいるなど、本業務が効率

的かつ効果的に実施できることが期待できる体制となっている

か。（ヒアリングによる評価を加える）。 

１０ 

④本業務の

実施方針 

本業務の目的を理解し、その目的達成に向けた実施方針とな

っているか。 
１０ 

⑤経営戦略

の改定 

仕様書に記載した業務内容を踏まえた様々な視点で提案され

ているか。 
１０ 

⑥料金体系

の検討 

料金体系の現状把握、算定方法は仕様書等を踏まえたものと

なっているか。料金体系統一に向けた検討方策が、具体的に提

案されているか。 

１５ 

⑦運営審議

会の運営補

助 

審議会の運営にかかる方針、開催スケジュール及び開催ごと

のテーマが適切か。また、発注者との連携方法等が具体的に記

載されているか。 

１５ 

⑧工程管理 本業務全体の工程計画が具体的に示され、円滑な業務の遂行

が見込まれる計画となっているか。 

 

５ 

⑨プレゼン

テーション 

説明は分かりやすく説得力があるか。質疑応答については、

的確に対応できているか。本業務に対する取り組み意欲が強く

感じられるか。 

５ 

⑩見積価格 見積価格の評価点＝１０点×（最低見積価格／見積価格） 

※少数第２位を四捨五入し第１位止めとする。 
１０ 

合     計 １００ 
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（様式１） 

質  問  書 

業務名：松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営 

審議会運営支援業務 

 

  年  月  日 

質問（趣旨を詳しく書いてください） 

 

【質問者】 

（会社名）  

（所属）  

（氏名）  

（電話／Fax）  

（電子メール）  
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（様式２） 

参 加 申 請 書 

 

令和８年７月８日付で公告のあった松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市

上下水道事業運営審議会運営支援業務に関する公募型提案コンペティションへの

参加を申請します。 

なお、実施要領の参加要件に抵触するような事項はありません。 

 

年  月  日 

 松浦市水道事業 

  松浦市長 友 田 吉 泰 様 

 

    （提出者） 住  所 

    会 社 名 

    代表者名                 印 

 

    （担当者） 担当部署 

    氏  名 

    電話番号 

    Fax 番号 

    電子メール 
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（様式３） 

見 積 書 

年  月  日  

松浦市水道事業 

 松浦市長 友 田 吉 泰 様 

 

       住  所 

    会 社 名 

    代表者名                印 

 

 下記の業務を受注したいので、下記金額をもって見積もりします。 

 

記 

 

  ￥ 

 

 １ 業務名   松浦市水道事業経営戦略改定及び松浦市上下水道事業運営 

審議会運営支援業務委託 

 ２ 完成期限  令和１０年３月３１日 

 

 

 

 備考 １ 見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の 100／110 に相当する金額を記載

すること。 

    ２ 金額はアラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。 
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（様式４） 

業 務 実 績 調 書 

会社名              

業 務 名 
発 注 者 
(地方自治体名) 

契約金額 履行期間 業務概要 

ア．水道料金又は下水道使用料の改定支援に関する業務 

  円   

  円   

  円   

  円   

  円   

イ．水道事業若しくは下水道事業経営戦略の策定又は改定支援に関する業務 

  円   

  円   

  円   

  円   

  円   

 

※ア及びイそれぞれ最大５件まで、契約金額の大きいものから順に記載（業務が完

了していない契約については記載しないこと。）すること。 

※記載した業務の契約書のコピー（業務名、発注者、契約金額及び履行期間が確認

できる部分で可）を添付すること。 


